
令和２年度 社会福祉法人足跡の会 事業報告書 

 

社会福祉法人足跡の会 

１ 保育園の運営 

① 綾瀬ゆめっこ保育園の運営 

 （１）所在地 神奈川県綾瀬市大上４丁目２番２５号 

 （２）定 員及び利用延人数        

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児以上 合  計 

９人 

(１０人) 

１２人 

（１４人） 

１３人 

（１５名） 

１５人 

（１５人） 

２８人 

（３０人） 

７７人（人） 

（８４名） 

 

 
一時預かり事業  予定延人数 ５００名 

 一般形 ３１５名 

合計延人数 ３１５名 

利用負担額 ７２７．５００円 

補助額   ２.９９７．０００円 

 

延長保育     予定延人数 ３５０名 

         合計延人数 ２７７名 

         利用負担額 ８０３．５００円 

         補助額   ２.６４７．０００円 

 （３）職員 ２８名 

    園長１名 主任保育士１名 副主任保育士２名 事務１名 選任保育士１８名  

栄養士１名 調理員４名 

 

② 保育目標  

⚫ ゆとりある保育を目指します 

⚫ 保護者との連携保育を目指します 

⚫ 食育から関わる健康を目指します 

⚫ 開かれた保育を目指します 

⚫ 地域社会資源との連携保育を目指します 

 

単価 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

０歳児 6 7 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 97

１歳児 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144

２歳児 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 164

３歳児 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

４歳以上児 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336

計 75 76 75 75 78 78 78 78 77 77 77 77 921

補助事業経費
対象人員月別

児童数



 （１）保育時間 

    通常保育：午前７時００分～午後６時００分 

    延長保育：午後６時００分～午後８時００分（土曜日は延長なし） 

 

 （２）保育の内容 

  保育基本理念 

心の成長を創造し、子どもを一人ひとりの個性に合わせた『養護』を前提に『生きる

力』を培い、未知の可能性を導き、『命の大切さ』を学びます。又全ての誰もが地域社

会と共に生きる共生社会の実現、自己実現に挑戦できる人間を創ります 

 

保育方針 

「子どもの自主性を尊重して、それぞれの興味関心や発達を見守る自由保育型」と「保

育士が、主体である子ども達の成長を促し主導していく一斉保育型」を子どもたちの情

緒の安定を最優先に、今瞬間の最善の利益に応じて取り入れ『ゆとりのある保育』を目

指します。特に、日本独自の四季折々の豊かな自然に触れた遊びを通して、自然の美し

さを感じる豊な感性を磨き、思いやりのある優しい心を育てて、人との関わりや何にで

も挑戦する心を育み、協力する大切さを学び生きる力を身に付け、自己を表現しようと

する意欲や協調性、社会性を育てて行きます。あそびを取り入れる事は五感を刺激し豊

な感性を育てます。家庭・地域社会と連携し様々な人との触れ合うことで、人との関わ

りの温かさや優しさを感じ、相手を思いやる心を育てます。又幼児体育を定期的に行う

ことで、心身ともにたくましい身体作り、挑戦する意欲を持たせます。年齢に合わせた

教材を用いてワークなどをおこなっていくことで、小学校入学までに、ひらがなの読み

書き、簡単な足し算、引き算、時計などをマスターできるように指導しています。勿論

十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を

満たし、生命の保持及び情緒の安定の実現のもとに、未知の可能性を導き出し一人ひと

りの個性あふれた、その子だからこその『生きる力』を身につけます。 

 

⑤ 年間行事（予定） 

4月   入園・進級式、 

5月   乳児懇談会、内科検診  

6月   ありがとうの日、保育参加、幼児懇談会、歯科検診 

7月   七夕会、プール中止 

8月   夏祭り中止、引き渡し訓練 

9月   幼児組遠足 

10月   運動会保護者無し、 

11月   保育参加中止、消防署見学中止（くじら・まんた）、内科健診 



12月   お餅つき会、クリスマス会、大掃除 

1月   初詣、（くじら・まんた） 

2月   豆まき会、発表会 

3月   お別れ会、卒園式、思い出遠足（らっこ・いるか・くじら・まんた） 

毎月 1回 お誕生会・避難訓練 

 

② 座間ゆめっこ保育園の運営 

 （１）所在地 神奈川県座間市入谷西４丁目２番２５号 

 （２）定 員及び利用延人数        

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児以上 合  計 

９人 

(９人) 

１２人 

（１２人） 

１２人 

（１２名） 

１０人 

（１３人） 

１９人 

（２６人） 

６２人（人） 

（７２名） 

  

 

一時預かり事業  予定延人数 ３００名 

            余裕活用型 １６４名 

 一般形 ５１０名 

合計延人数 ６７４名 

利用負担額 １，９４４，０００円 

補助額   ３，３８９，４００円 

 

延長保育     予定延人数 ３５０名 

         合計延人数 ２７７名 

         利用負担額 ３０５，０００円 

         補助額   ３００，０００円 

 

 （３）職員 ２８名 

    園長１名 主任保育士１名 副主任保育士２名 事務１名 選任保育士１８名  

栄養士１名 調理員４名 

 

               

② 保育目標  

単価 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

０歳児 2 2 3 4 5 9 9 9 9 9 9 9 79

１歳児 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 143

２歳児 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144

３歳児 9 10 9 10 10 10 9 9 9 10 10 10 115

４歳以上児 17 18 17 17 17 17 19 19 19 19 19 19 217

計 51 54 53 55 56 60 61 61 61 62 62 62 698

補助事業経費
対象人員月別

児童数



⚫ ゆとりある保育を目指します 

⚫ 保護者との連携保育を目指します 

⚫ 食育から関わる健康を目指します 

⚫ 開かれた保育を目指します 

⚫ 地域社会資源との連携保育を目指します 

 

 （１）保育時間 

    通常保育：午前７時００分～午後６時００分 

    延長保育：午後６時００分～午後７時００分（土曜日は延長なし） 

 

 （２）保育の内容 

  保育基本理念 

心の成長を創造し、子どもを一人ひとりの個性に合わせた『養護』を前提に『生きる

力』を培い、未知の可能性を導き、『命の大切さ』を学びます。又全ての誰もが地域社

会と共に生きる共生社会の実現、自己実現に挑戦できる人間を創ります 

 

保育方針 

「子どもの自主性を尊重して、それぞれの興味関心や発達を見守る自由保育型」と「保

育士が、主体である子ども達の成長を促し主導していく一斉保育型」を子どもたちの情

緒の安定を最優先に、今瞬間の最善の利益に応じて取り入れ『ゆとりのある保育』を目

指します。特に、日本独自の四季折々の豊かな自然に触れた遊びを通して、自然の美し

さを感じる豊な感性を磨き、思いやりのある優しい心を育てて、人との関わりや何にで

も挑戦する心を育み、協力する大切さを学び生きる力を身に付け、自己を表現しようと

する意欲や協調性、社会性を育てて行きます。あそびを取り入れる事は五感を刺激し豊

な感性を育てます。家庭・地域社会と連携し様々な人との触れ合うことで、人との関わ

りの温かさや優しさを感じ、相手を思いやる心を育てます。又幼児体育を定期的に行う

ことで、心身ともにたくましい身体作り、挑戦する意欲を持たせます。年齢に合わせた

教材を用いてワークなどをおこなっていくことで、小学校入学までに、ひらがなの読み

書き、簡単な足し算、引き算、時計などをマスターできるように指導しています。勿論

十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を

満たし、生命の保持及び情緒の安定の実現のもとに、未知の可能性を導き出し一人ひと

りの個性あふれた、その子だからこその『生きる力』を身につけます。 

 

⑤ 年間行事（予定） 

4月   入園 

5月   乳児懇談会、内科検診  



6月   ありがとうの日、保育参加、幼児懇談会、歯科検診 

7月   七夕会、プール中止 

8月   夏祭り中止、引き渡し訓練 

9月   幼児組遠足 

10月   交流会中止 

11月   保育参加中止、消防署見学中止（くじら・まんた）、内科健診 

12月   お餅つき会、クリスマス会、大掃除 

1月   初詣、（くじら・まんた） 

2月   豆まき会、発表会中止 

3月   お別れ会、卒園式、思い出遠足（らっこ・いるか・くじら・まんた） 

毎月 1回 お誕生会・避難訓練 

 

 

２ 生計困難者に対して助葬を行う事業 

本会は、第一種社会福祉事業「生計困難者に対して助葬を行う事業」を実施いたしました。 

この事業は、社会福祉法人として生計困難者はもとより、行旅死亡人、身元不明人等、ご遺

体の取扱いや手続きが困難な場合、その他生前の縁者や関係者によって葬送が行われない

複雑なケースについて、遺族に成り代わり葬送を行う事を助葬事業といいます。主に生活保

護者を対象にいたしますが、ホームレスなどで生活保護などの支援を受けていなかった死

者であったとしても、各自治体福祉事務所と相談の上、助葬・葬祭事業の経営を実施します。

また、利用者本人が第三者（個人、法人を含む。）に対し、近い将来を鑑みて亡くなった後

の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等について代理権を当法人に付与する死後事務を

委任する契約、死後事務委任契約を実施いたしました。 

①利用者数  ２件  

②職員定数  ５名 

③職員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職 名 氏 名 前  歴 

理事長 溝渕 信一 施設長 

理 事 木村 大輔 株式会社聖苑代表取締役 

 関口 良平  

 中川 路彦  

 溝渕 愛子  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%AC%E5%84%80#.E5.8A.A9.E8.91.AC


３ 生計困難者に対する相談支援事業 

 本会は、第二種社会福祉事業「生計困難者に対する相談支援事業」を実施いたしました。

この事業は、社会福祉法人として目に見える形で公益活動を実践するため、地域の支援を必

要とする人に対する相談活動を活発化し、関係機関との連携を十分に行い、相談活動を行う

中で、支援を必要とする人の心理的不安の軽減を図り、また必要な制度、サービスにつなぐ

こととします。総合相談・支援事業を実施するために、普及活動の一環として、講演活動を

行い、法人の地域におけるコミュニティソーシャルワーク機能を担う相談・支援担当者を配

置し、地域で生活課題を抱える人の相談が起こった際に対応し、課題の解決に努めました。 

① 利用者見込み数  １４４件 

② 講演活動       ３件 

③ 職員定数     ４名助葬を行う事業に同じ 

 

４ 古霊廟の運営 

 本会は、公益を目的とする事業として社会福祉法第２６条の規定により「合祀墓地の運営」

を実施いたしました。この事業は社会福祉法人として神奈川県又各市町村から生計困難者

に対して助葬を行う事業を受託したのち、引取り手の無い遺骨や、行政がやむなく保管して

いる遺骨を合祀墓地に埋葬する事業です。これら遺骨のほとんどは、諸般の事情により、ご

家族の引取り拒否、身元不明、経済的理由によるものであります。こういった状況は、増加

傾向にあり、１０年後は現在の２倍以上になると考えています。そのため、昨年度には座間

古霊廟の墓地経営許可の認可を取得し、古霊廟の建立がなされ、例元年１２月より埋葬の受

け入れを開始いたしました。また本年度は座間市との協働で、社会福祉事業に係る福祉サー

ビスの供給確保の中心的役割を果たすだけでなく、既存の制度の対象とならないサービス

に対応していくことも考えます。営利企業等では実施することが難しく、市場で安定的・継

続的に供給されることが望めないサービスを供給すること、すなわち、既存の制度の対象と

ならないサービスを無料又は低額な料金により供給する事業の実施を深く受け止め、本法

人は、率先して地域社会の健全な発展を目的としてより一層の、地域における公益的な取り

組みを求めてまいりたいと考え活動しました。 

座間市相互提案型協働事業ですが、この事業は座間市が市民活動団体から公益的な事

業の実施プランを市に提案し、市民活動団体と担当部署が提案内容について協議しなが

ら協働事業の実施に取り組むものです。昨年度に、令和２年度の相互提案型協働事業に

「行きどころの無い遺骨を、適切に埋葬をすると言う事業」を提案したころ、昨年９月の

第一次審査及び第２次審査を通過し最終審査を通過しました。これにより本年度は座間

市と協働し前述の問題に取り組んでまいりました。 

利用者数 座間古霊廟 ７５柱 合祀 一時預かり ７６柱 綾瀬古霊廟  ０柱 合祀 

座間市相互提案型協働事業 埋葬数８柱  

① 職員定数     ４名助葬を行う事業に同じ 



５．地域社会の健全な発展を目的とする事業 

この事業は特定非営利活動法人足跡の会から事業移管されるもので、社会福祉法人

は、社会福祉事業に係る福祉サービスの供給確保の中心的役割を果たすだけでなく、

既存の制度の対象とならないサービスに対応していくことを本旨としなければなら

ない法人であります。営利企業等では実施することが難しく、市場で安定的・継続的

に供給されることが望めないサービスを供給すること、すなわち、既存の制度の対象

とならないサービスを無料又は低額な料金により供給する事業の実施をしなければ

なりません。本法人は、率先して、事業移管を受け止め、地域社会の健全な発展を目

的としてより一層の、地域における公益的な取り組みを求めてまいります。現代社会

は貧困問題による経済格差が生じていて、経験不足な子供たちが多く増える中で、私

たちの事業を通じて、大きなきっかけになることを心から願うものであります。しか

しながら昨年度はすべて新型コロナウイルスの影響で中止しました。 

 

事業内容 

青少年育成に関する支援事業  新型コロナウイルスの影響で中止 

ア 内   容：アミューズメントパークふわふわスポーツランド 

      日   時：令和２年８月２３日 

  場   所：座間市福祉祭り会場 

対 象 者：座間市近隣市町村未就学児小学生５００名 

 

イ 内   容：アミューズメントパークふわふわスポーツランド 

      日   時：令和２年１１月１５日 

  場   所：座間ふるさと祭り会場 

対 象 者：座間市近隣市町村未就学児小学生１５００名 

 

ウ 座間市が主催するひまわり祭りへの参加 

内   容：飲食販売 冷凍パイン 

日   時：令和２年８月１０日～１６日 

場   所：座間市ふるさと祭り会場 

対 象 者：不特定多数 


